
出生連絡票

母子保健事業

スマホ町役場から申請いただければ、妊婦健康診査助

成券冊子に付いている出生連絡票(ハガキ)の提出は不

要です！

母子健康手帳の『出産の状態』が書かれているページ

を見ながら入力してください。

スマホ町役場か
ら申請できるようになりました！

産後ケア事業の利用申請
今まで保健師との面談(保健センターへの来所または訪問)が必要でしたが、スマ

ホ町役場から申請いただければ面談は不要になります！

※必要時、担当保健師からご連絡することがありますのでご了承ください。

1か月児健康診査助成金の交付申請
以下の“お手元に用意するもの”を準備して

申請してください。

なお、こちらの申請は、医療機関発行の領

収書及び診療明細書の原本を後日提出(郵

送または窓口提出)していただくことで完了

となりますので、ご注意ください。

「離乳食もぐもぐ教室」などの事業の申込みについても、スマホ町役場から手続きで
きるように準備中です。
準備が整い次第順次開始していきますので、町ホームページや町公式SNS、各事業の
案内チラシなどでご確認ください。

松伏町保健センター　　☎ 048-992-3170　

●お手元に用意するもの●

　①母子健康手帳

　②医療機関発行の領収書・診療明細書

　③振込口座がわかるもの
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